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例例    言言  
 

１．本書は愛知県犬山市大字犬山字北古券に所在する史跡犬山城跡の整備基本計画書である。 

２．整備基本計画策定事業は、文化庁の国庫補助金（歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業）

を活用して、犬山市が令和４～６年度にかけて実施した。 

３．本計画は、令和３年３月に策定された「国宝犬山城天守・史跡犬山城跡保存活用計画」に基

づき策定した。 

４．本計画の策定にあたっては、犬山城調査整備委員会から専門的見地に基づく指導を受けると

ともに、文化庁文化資源活用課、文化財第二課及び愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化

財室の指導・助言を受けた。また、犬山城大手門枡形跡（犬山市福祉会館跡地）の整備方針

については、犬山城管理委員会においても検討を重ねた。 

５．本計画の策定に関わる事務及び本書の編集は、犬山市教育委員会教育部歴史まちづくり課が

行った。 

６．本計画の策定に関わる調査及び計画案作成業務は、その一部を株式会社文化財保存計画協会

及び株式会社都市景観設計に委託した。 

７．本書に掲載した図版は、犬山市教育委員会において作成したものを中心に使用したが、既知

の文献や業績の成果を使用させていただいたほか、下記の組織、個人の方々に絵図、古写真

等の資料をご提供いただいた。典拠・出典については、各所に示している。 

  【資料提供者（五十音順、敬称略）】 

   公益財団法人犬山城白帝文庫、公益財団法人徳川黎明会 徳川林政史研究所、宮田昭男 
８．本書にかかる諸記録は、犬山市教育委員会において保管している。 

 

凡凡    例例  
 
・各曲輪の呼称については、天和元年（1681）以降の絵図において踏襲された最終的な呼称であ

る「本丸」・「杉の丸」・「桐の丸」・「樅の丸」・「松の丸」を用いた。 

・櫓、門等の建造物の呼称については、犬山城白帝文庫歴史文化館編『図説犬山城 改訂版』「犬

山城櫓・門配置図」犬山城白帝文庫 2018年 に拠った。ただし、大手門枡形に所在する２つ

の門の呼称については、資料によって様々であり、これまで定まっていなかったため、絵図や

文献等の資料上の表記を整理したうえで、下記の考え方に基づき、枡形南西側に位置する門を

「大手高麗門」、枡形北側に位置する門を「大手櫓門」とした。 

  【【絵絵図図、、文文献献資資料料上上のの表表記記】】  

   確実に近世にまで遡る資料で、２つの門を呼び分けている事例は下記のとおりである。 

「高麗門」、「大手門」(「犬山城当分之絵図」寛文 8年（1668）犬山城白帝文庫蔵) 

「高麗門」、「矢蔵門」(「大手堀崩口之絵図」天和元年（1681）犬山城白帝文庫蔵) 

「大手外之門」、「大手内之門」(「書抜（宝永５年犬山城破損所のうち高塀修補をめぐる手

続きにつき尾張藩留書）」宝永 5年（1708）犬山城白帝文庫蔵) 

「冠木門」、「大手二階門」(「犬山之御城御修復ニ付追々之奉書 書抜（老中奉書の写）」享

保 13年（1728）犬山城白帝文庫蔵) 



 
 

 
 

「冠木門」、「大手二階門」(「犬山之御城御修復ニ付追々之奉書 書抜（老中奉書の写）」享

保 17年（1732）犬山城白帝文庫蔵) 

  【【呼呼称称のの決決定定にに至至るる考考ええ方方】】  

   「大手外之門」「大手内之門」は門の位置に基づく呼称であり、「高麗門」、「矢蔵門」、「冠

木門」、「大手二階門」は門の形式に基づく呼称である。先に挙げた事例の内、門の位置で呼

び分けているものは１事例のみであり、その他は門の形式による呼び分け、または形式と位

置に基づく呼称が混在したもの（「犬山城当分之絵図」）となっている。 

   枡形南西側の門は、古写真により高麗門である可能性が高い。「冠木門」は現在の用法で

は別形式の門を示し、誤解を招く恐れがあるため、「高麗門」と呼称するのが適当である。 

   枡形北側の門は、多くの絵図で門の上に櫓を載せた形式で描かれており、櫓門（二階門）

であったと考えられる。 

   従って、「大手堀崩口之絵図」にみられる「高麗門」、「矢蔵門」の表記が、大手門枡形の

２つの門の呼称として適当である。ただし、「矢蔵」という表記は犬山城おいては一般的に

使用されておらず、多くの資料では「櫓」の字を使用しているため、「櫓門」と言い換える。 

   また、高麗門、櫓門は犬山城内に他にも存在しており、形式だけでは文章中で特定できな

い場合があることから、場所を示す「大手」を語頭につけ、「大手高麗門」、「大手櫓門」と

する。 

・樹木の種類は、すべてカタカナ表記とした。 

・既に失われた歴史的建造物を発掘調査、資料調査等の成果に基づき再建する行為を「復元」、

建物の改造の痕跡を基に、改造前の姿に戻す行為を「復原」とした。 

・史跡指定地内の来訪者が見学するための通路、管理車両、緊急車両及び工事車両が通行する道

路等を「園路」と呼称する。園路には、公開にあたって近代以降に整備されたもの、今後、園

路・動線計画に基づき整備を予定しているもののほか、史跡の本質的価値の構成要素である大

手道も主要動線となる園路として利用している箇所がある。従って、本計画では、大手道を遺

構として扱う際には「大手道」と表記し、園路として扱う際には「園路としての大手道」と表

記している。 

・令和７年９月 18日付の官報告示により史跡犬山城跡に追加指定された犬山市福祉会館跡地に

ついて、本計画の策定は令和７年６月であるため、本書における記載は追加指定候補地として

いる。 
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